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時津小ＰＴＡ　学級委員等の選出に関する規程

第１条　学級委員等の選出方法、その他詳細については本規程に定める。
　　　　なお、本規程の改廃は評議員会に諮ること（規約第21条）

第２条　（学級委員）
学級委員長、及び専門部員（以下、学級委員）の選出は、次の要領で行う。
1. 学級ＰＴＡで話合いの上で各学級４名を選出すること
（学級委員長１名、専門部員３名）
また、専門部員３名は、学級委員長の補佐をすること
2. 児童１人につき、１度は学級委員となること
3. 児童１人につき、２回目の場合は優先的に役を選ぶことが出来ること
また、前年度の専門部長で希望する者は、次年度に同じ専門部の部員として活動することができること
4. 話し合いによる決定が困難な場合は、欠席者を含めてくじ等による決定を行うこと
5. 欠席者が学級委員となった場合は、新委員が連絡を取ること
6. 進級の際、学級編成の変更がない学級においては、前年度中に選出できること
7. 同一の者が２学年以上で選出の対象となった場合は、高学年が優先されること

第３条　（学級委員の免除）
以下の場合は、学級委員の役職に就くことを免除する。
1. 当該年度、交通安全父母の会の役員 兼 地区委員となる場合
2. 当該年度、小・中・高等学校で本部役員となる場合
3. 在校児童１人につき、学級委員、交通安全父母の会役員のいずれかの従事実績がある場合（部会等への参加がなかった者は対象外）
[bookmark: _Hlk987549]ただし、免除該当者多数等により選出が困難な場合は、この限りではない。
4. 本部役員として通算２年間の従事実績がある場合（永久免除）
5. 学級ＰＴＡで承認された場合
（仕事、家庭の事情、他校の学級委員、クラブ活動役員等での活動を理由とした場合であっても、承認されれば可）
6. 当該年度、とんちの会代表・図書ボランティアひまわり代表で、在校児童1人につき、学級委員、交通安全父母の会兼地区委員のいずれかの従事実績がある場合
7. 学級委員選出の際、妊娠中及び産後6ヶ月以内の場合

[bookmark: _Hlk505719420]第４条　（学年委員長）
学年委員長の選出は、次の要領で行う。
１　各学年の学級委員長の互選により選出する。

第５条　（選考委員会）
　　　　専門部から各部１名、学年委員会から各学年１名を選考委員に任命し、選考委員会を組織する。また、選考委員長、副選考委員長を各１名選出する。


第６条　（専門部長、副部長）
各専門部の部長、副部長の選出は、次の要領で行う。
1. 各専門部員の中から選出すること
2. 選出の際、欠席する者は代理人を立てること

第７条　（部長等の免除）
[bookmark: _Hlk505877003]以下の場合は、部長等の役職に就くことを免除する。
なお、部長等とは、専門部長、選考委員長、及び旧副学級委員代表を指すものとする。また、一切の役職とは、部長等に加え副部長、選考委員を指すものとする。
1. 平成２９年度以降、部長等の経験者である場合(平成２９年度～令和４年度の生活指導部　　　長を含む)
2. 令和３年度まで、学級委員長経験者である場合
3. 第１子が１年生の場合
4. 当該年度、とんちの会代表・図書ボランティアひまわり代表は、一切の役職に就くことを免除する
5. 今年度４月に転入してきた方はその年のみ部長免除とする

第８条　（監査委員）
　　　　監査委員の選出については、会長又は選考委員会の指名によるものとし、評議員会、総会に諮るものとする。

第９条　（本部役員）
会長、副会長の選出については、選考委員会の指名によるものとし、評議員会、総会に諮るものとする。また、会計、庶務の選出については、会長又は選考委員会の指名によるものとし、評議員会、総会に諮るものとする。

第10条　(一世帯一役の免除）
以下の役職に就く者は、当該年度の一世帯一役を免除する。
1. 本部役員
2. 学級委員
3. とんちの会 代表
4. 図書ボランティア　ひまわり代表


付　則
1. 本規程は、平成30年４月20日より実施する。
2. 平成３１年２月５日　　　一部改正
3. 令和　２年２月６日　　　一部改正
4. 令和　３年１１月18日　 一部改訂
5. 令和　７年３月７日　　　一部改正

